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鹿
屋
市
バ
ス
路
線
検
討
委
員
会
を
開
催

新生児にも安心して
　　　使用できるチャイルドシート

８月 23 日に開催された第２回鹿屋市バス路線検討委
員会

10

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
出
し

道
路
交
通
法
の
規
定
に
よ
り
、

乳
幼
児
に
は
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

の
着
用
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
乳
児
か
ら
使
用
で

き
る
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
は
高
価

で
、
使
用
期
間
が
短
い
の
が
現
状

で
す
。

そ
こ
で
市
で
は
、
新
生
児
に
も

対
応
す
る
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

貸
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

か
の
や

対
象
者

○
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

○
普
通
自
動
車
免
許
を
有
す
る
人

○
着
用
対
象
と
な
る
１
歳
未
満
の

乳
児
を
乗
車
さ
せ
て
自
動
車
を

運
転
す
る
必
要
の
あ
る
人

○
乳
児
の
体
重
が
3.4
㎏
以
上

○
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
装
着
で

き
る
自
動
車
を
使
用
し
て
い
る

人
（
一
部
装
着
で
き
な
い
自
動

車
が
あ
り
ま
す
）

使
用
料

　

無
料

貸
出
期
間

使
用
対
象
児
が
満
１
歳
を
迎
え

る
ま
で
の
間

受
付
場
所

　

市
子
育
て
支
援
課
、
市
保
健
相

談
セ
ン
タ
ー
、
市
児
童
セ
ン
タ
ー
、

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

受
付
時
に
必
要
な
も
の

　

運
転
免
許
証
、
印
鑑

返
納
方
法

返
納
時
は
、
本
体
カ
バ
ー
の
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
、
指
定
業
者
に
よ

る
点
検
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
費
用
は
利
用

者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
帰
省
等
で
短
期
間
の
利
用
を
希

望
す
る
人
へ
も
貸
出
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
子
育
て
支
援
課
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８
月
23
日
、
バ
ス
路
線
廃
止
問

題
に
つ
い
て
協
議
す
る
第
２
回
鹿

屋
市
バ
ス
路
線
検
討
委
員
会
が
市

役
所
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
で
は
、
廃
止
対
象
路
線
60
系

統
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
運
行
ル

ー
ト
を
基
本
に
、
財
政
的
な
問
題

や
利
用
状
況
、
市
民
の
意
向
等
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
バ
ス
路
線
の
存

続
・
廃
止
を
検
討
す
る
こ
と
と
し

て
、
特
に
通
院
や
通
学
を
運
行
目

的
と
す
る
系
統
は
存
続
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
存
続
の
方
法
と
し

て
は
、
ま
ず
県
補
助
の
代
替
バ
ス

事
業
に
よ
る
存
続
を
優
先
し
、
次

に
存
続
系
統
や
県
の
代
替
バ
ス
系

統
の
ダ
イ
ヤ
変
更
等
に
よ
り
確
保

を
図
り
、
そ
の
他
の
廃
止
予
定
系

統
に
つ
い
て
は
市
独
自
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
に
よ
る
運
行
を
検
討

す
る
こ
と
な
ど
が
市
か
ら
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

　

同
委
員
会
で
は
、
報
告
さ
れ
た

バ
ス
路
線
の
維
持
確
保
方
策
や
市

独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行

の
基
本
方
針
な
ど
市
の
考
え
を
了

承
。
次
回
会
議
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
等
の
運
行
計
画
な
ど
に

つ
い
て
検
討
す
る
予
定
で
す
。　

系　　統 内　　　　　容 系統数

存続系統 国庫補助事業によりバス事業
者が自主的に存続させる系統 13

廃止予定
系　　統
（60 系統）

存　続　対　応

県の代替
バス事業
（27 系統）

県の代替バス事業
により存続が図ら
れるもの

18
（17）
注２

県の代替バス事業
の通学バスとして
存続が図られるも
の　注１

９

存続系統及び県代替バス系統
のダイヤ変更等により確保が
図られるもの

21
（22）
注２

上記により対応できないため、
市独自のコミュニティバス等
により対応を検討するもの

12

合　　　　　計 73
注１通学に利用されている系統については、県代替バス事業
　の対象要件緩和が県において検討されています。
注２（　）書きについては、検討委員会後に関係市町間にお
　いて再調整・確認された系統数です。

市の路線バス維持確保の対応


